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请将以下①～②项的材料放入提供的信封，并在学校指定的日期之前提交给学校。 

〈提交的材料〉 

① 高中等学校就学支援金资格认定申请书 ※必须 

② 所需的各种文件 *仅是需要提交者提交 

如果是符合以下任何一项，请提交第 3 页列出的所需材料。   

  a 国籍为“非日本籍”时 

  b 如果以前曾就读过其他高中等学校并获得过就学支援金时 

 

   

 

 

  高中等学校就学支援金 纸质材料申请指南 

 

➢ 由国家代替学生负担高中等学校学费的制度（不需要偿还。） 

 

  ※１ 支援金不是直接发放的。是国家代替学生支付应向高中等学校缴纳的学费。 

  ※２ 如果不申请或没有达到获取标准，则需要缴纳学费。 

何谓高中等学校就学支援金 

【纸质材料的申请方法】 

埼玉県マスコット 

「コバトン」「さいたまっち」 
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 １ 就学支援金支付金额 

支付金额根据在校的学习课程而有所不同,原则上和学费金额相同。 

课程 支付金额 

全日制 ９，９００日元（月额） 

定时制（学分制课程除外） ２，７００日元（月额） 

定时制（学分制课程） １，７４０日元（每个学分） 

函授制   ３３０日元（每个学分） 

※ 定时制（学分制）和通信制,根据选修的学分数支付。在学期间以选修总学分 74 单位为上限。 

 

 

 ２ 对象者 

符合以下①～④所有条件者。 

如果不是对象范围内的学生申请,也不会受到任何处罚。 

 
 

① 学生本人在国内有住所。 

② 没有在高中等学校毕业或结业。 

③ 在高中等学校学习期间总计没有超过 36 个月（定时制和函授制为 48个月）。 

④ 学生本人拥有日本国籍，或是外国国籍，但拥有永住等在留资格 
 

 

※ 在国内有住所的人，根据在留资格等将获得某种支援金，补助学费。 

 

※ 以具有下列国籍或在留资格等人为对象。 

① 拥有日本国籍的学生 

② 外国国籍中具有以下在留资格等的学生 

・特别永住者 

・永住者 

・日本人的配偶（子女） 

・永住者的配偶（子女） 

・在定居者中被认定今后有永久居住意愿者 

・在家族滞留期，在小学及初中毕业，被认定在高中毕业后有在日本就业并定居的意愿者 
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（针对新生） 在 2026年 4月后 新入学的高中生 

 

 

 

（针对在校生）从 2026年 3月之前已入学的高中生 

 

 

 

 

 

 

※如果经过高中等学校就学支援金审核后，属于符合“新修学支援制度”（以在就学支援金对象外

的外国籍学生为对象提供的支援制度）的资格，学校将另行通知。  

高中等学校就学支援金

⑥的学生中，学生本人将来是否有永

住日本的意愿。

符合①、②、③、④、⑤

不符合①至⑦中的任何一项

符合⑥
有

没有

不符合

符合

符合⑦

学生本人拥有以下国籍或在留资格之

一

①拥有日本国籍

②特別永住者

③永住者

④日本人的配偶等

⑤永住者的配偶等

⑥定住者

⑦家族滞在
⑦的学生中、符合以下所有条件吗？

・已经从日本的小学和初中毕业或结业。

・有在日本工作并定居的意愿。

高中等学校就学支援金

高中等学校就学支援金

高中等学校就学支援金
或是

新修学支援制度
（根据收入适用某一制度）

高中等学校就学支援金
或是

新修学支援制度
（根据收入适用某一制度）
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 ３ 提交的材料 

① 高中等学校就学支援金资格认定申请书 ※必須 

请参照第 4和第 5页内容填写必需事项 

 

② 请提交必需的材料 ※仅是需要提交者提交 

如果你符合以下任何一项条件，请按要求提交所需文件。 

a国籍是日本籍以外时 

 【需要的文件（证明在留资格的文件,任意一项）】 

 在留卡（复印件）、特别永住者证明书（复印件）、住民票副本（原件） 

    ※在留资格是“家族滞在”时 

     【需要的文件】 

      除了上述能证明在留资格的任意一项文件外，还需提交以下两项文件（共计三 

      类文件） 

     （1）证明小学毕业的文件 

          小学毕业证书复印件或是小学毕业证明书 

     （2）证明初中毕业的文件 

          初中毕业证书复印件或是初中毕业证明书 

          毕业证明书的获取方法，请查阅“4 常见问题与回答的问题④” 

 

     b（不论国籍或在留资格）过去曾在其他高等学校等就读，并领取过就学支援金的情况 

      【需要的文件】 

       由曾就读的高中等寄送的就学支援金领取资格消失通知 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

埼玉県教育委員会 宛 
令和８年４月 ８ 日 

※ 太枠内は生徒本人が署名してください。保護者等による代筆も可能です。 

生徒が在学する学校の名称 課程 学科 

埼玉県立埼玉高等学校 
全日制 ・ 定時制 ・ 通信制 普通  科 

学年・組・番号 １ 年    １ 組    １ 番 

ふりがな   さいたま いちろう 

生徒の氏名  埼玉 一郎 

 

生徒の生年月日 平成２２ 年 １１ 月 １４ 日 
保護者等の 

電話番号 
０９０－○○○○－×××× 

保護者等の電子 

メールアドレス 
○○○○○ @ ×××××.ne.jp 

生徒の住所 

〒 ３３０－９３０１ 

        都道        市区 

        府県        町村 

以下の２つのうち、いずれかに☑をしてください。 

☑  受給資格認定申請書 高等学校等就学支援金の受給資格の認定を申請します。 

□ 不申請の申出書 
高等学校等就学支援金の受給資格の認定を申請しません。 
（授業料を納付する必要があります。） 

 ※ 申請しない理由 （                                 ） 

※ 不申請の申出書に☑をする場合（申請をしない場合）は、以下の欄の記入は不要です。 

次の事項を必ず確認の上、両方に☑を付けてください。 

☑ １ この申請書又は届出書の記載内容は、事実に相違ありません。 

☑ 
２ この申請書又は届出書に虚偽の記載をして提出し、就学支援金の支給をさせた場合は、不正利得の徴収や３年

以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金等に処されることがあることを承知しています。 

【１ 高等学校等の在学期間について】 

①現在通っている

高等学校等の在学

期間 

学校名 令和８ 年 ４ 月 ８ 日 ～ 
【うち支給停止（休学）期間】 

 年   月   日 ～ 
 年   月   日 ～ 

学校の種類・課程・学科 

 

高等学校（全日制） 埼玉県 立     埼玉 高等学校 

②過去に別の高等

学校等に在学して

いた期間 

学校名    年   月   日 ～ 

 年   月   日 ～ 
【うち支給停止（休学）期間】 

 年   月   日 ～ 

 年   月   日 ～ 

学校の種類・課程・学科 

    立 

③過去に別の高等

学校等に在学して

いた期間 

学校名    年   月   日 ～ 
 年   月   日 ～ 

【うち支給停止（休学）期間】 
 年   月   日 ～ 
 年   月   日 ～ 

学校の種類・課程・学科 

    立 

※ 次のいずれかに該当する者は、就学支援金の受給資格認定の申請ができません。 
 ・高等学校等（修業年限が３年未満のものを除きます。）を卒業又は修了した者 
 ・高等学校等に在学した期間が通算して３６月（定時制・通信制の場合は４８月）を超えた者（ただし、

就学支援金の支給停止（休学）期間は含めません。） 

 

埼玉   さいたま   浦和区高砂３－１５－１ 

埼玉県教育委員会 宛 
令和８年４月 ８ 日 

※ 太枠内は生徒本人が署名してください。保護者等による代筆も可能です。 

生徒が在学する学校の名称 課程 学科 

埼玉県立埼玉高等学校 
全日制 ・ 定時制 ・ 通信制 普通  科 

学年・組・番号 １ 年    １ 組    １ 番 

ふりがな   さいたま いちろう 

生徒の氏名  埼玉 一郎 

 

生徒の生年月日 平成２２ 年 １１ 月 １４ 日 
保護者等の 

電話番号 
０９０－○○○○－×××× 

保護者等の電子 

メールアドレス 
○○○○○ @ ×××××.ne.jp 

生徒の住所 

〒 ３３０－９３０１ 

        都道        市区 

        府県        町村 

以下の２つのうち、いずれかに☑をしてください。 

☑  受給資格認定申請書 高等学校等就学支援金の受給資格の認定を申請します。 

□ 不申請の申出書 
高等学校等就学支援金の受給資格の認定を申請しません。 
（授業料を納付する必要があります。） 

 ※ 申請しない理由 （                                 ） 

※ 不申請の申出書に☑をする場合（申請をしない場合）は、以下の欄の記入は不要です。 

次の事項を必ず確認の上、両方に☑を付けてください。 

☑ １ この申請書又は届出書の記載内容は、事実に相違ありません。 

☑ 
２ この申請書又は届出書に虚偽の記載をして提出し、就学支援金の支給をさせた場合は、不正利得の徴収や３年

以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金等に処されることがあることを承知しています。 

【１ 高等学校等の在学期間について】 

①現在通っている

高等学校等の在学

期間 

学校名 令和８ 年 ４ 月 ８ 日 ～ 
【うち支給停止（休学）期間】 

 年   月   日 ～ 
 年   月   日 ～ 

学校の種類・課程・学科 

 

高等学校（全日制） 埼玉県 立     埼玉 高等学校 

②過去に別の高等

学校等に在学して

いた期間 

学校名    年   月   日 ～ 

 年   月   日 ～ 
【うち支給停止（休学）期間】 

 年   月   日 ～ 

 年   月   日 ～ 

学校の種類・課程・学科 

    立 

③過去に別の高等

学校等に在学して

いた期間 

学校名    年   月   日 ～ 
 年   月   日 ～ 

【うち支給停止（休学）期間】 
 年   月   日 ～ 
 年   月   日 ～ 

学校の種類・課程・学科 

    立 

※ 次のいずれかに該当する者は、就学支援金の受給資格認定の申請ができません。 
 ・高等学校等（修業年限が３年未満のものを除きます。）を卒業又は修了した者 
 ・高等学校等に在学した期間が通算して３６月（定時制・通信制の場合は４８月）を超えた者（ただし、

就学支援金の支給停止（休学）期間は含めません。） 

 

埼玉   さいたま   浦和区高砂３－１５－１ 
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埼玉県教育委員会 宛 
令和８年４月 ８ 日 

※ 太枠内は生徒本人が署名してください。保護者等による代筆も可能です。 

生徒が在学する学校の名称 課程 学科 

埼玉県立埼玉高等学校 
全日制 ・ 定時制 ・ 通信制 普通  科 

学年・組・番号 １ 年    １ 組    １ 番 

ふりがな   さいたま いちろう 

生徒の氏名  埼玉 一郎 

 

生徒の生年月日 平成２２ 年 １１ 月 １４ 日 
保護者等の 

電話番号 
０９０－○○○○－×××× 

保護者等の電子 

メールアドレス 
○○○○○ @ ×××××.ne.jp 

生徒の住所 

〒 ３３０－９３０１ 

        都道        市区 

        府県        町村 

以下の２つのうち、いずれかに☑をしてください。 

☑  受給資格認定申請書 高等学校等就学支援金の受給資格の認定を申請します。 

□ 不申請の申出書 
高等学校等就学支援金の受給資格の認定を申請しません。 
（授業料を納付する必要があります。） 

 ※ 申請しない理由 （                                 ） 

※ 不申請の申出書に☑をする場合（申請をしない場合）は、以下の欄の記入は不要です。 

次の事項を必ず確認の上、両方に☑を付けてください。 

☑ １ この申請書又は届出書の記載内容は、事実に相違ありません。 

☑ 
２ この申請書又は届出書に虚偽の記載をして提出し、就学支援金の支給をさせた場合は、不正利得の徴収や３年

以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金等に処されることがあることを承知しています。 

【１ 高等学校等の在学期間について】 

①現在通っている

高等学校等の在学

期間 

学校名 令和８ 年 ４ 月 ８ 日 ～ 
【うち支給停止（休学）期間】 

 年   月   日 ～ 
 年   月   日 ～ 

学校の種類・課程・学科 

 

高等学校（全日制） 埼玉県 立     埼玉 高等学校 

②過去に別の高等

学校等に在学して

いた期間 

学校名    年   月   日 ～ 

 年   月   日 ～ 
【うち支給停止（休学）期間】 

 年   月   日 ～ 

 年   月   日 ～ 

学校の種類・課程・学科 

    立 

③過去に別の高等

学校等に在学して

いた期間 

学校名    年   月   日 ～ 
 年   月   日 ～ 

【うち支給停止（休学）期間】 
 年   月   日 ～ 
 年   月   日 ～ 

学校の種類・課程・学科 

    立 

※ 次のいずれかに該当する者は、就学支援金の受給資格認定の申請ができません。 
 ・高等学校等（修業年限が３年未満のものを除きます。）を卒業又は修了した者 
 ・高等学校等に在学した期間が通算して３６月（定時制・通信制の場合は４８月）を超えた者（ただし、

就学支援金の支給停止（休学）期間は含めません。） 

 

埼玉   さいたま   浦和区高砂３－１５－１ 

申请表示例（正面） 
填写 4月的日期。 

申请时，请核对所需信息，并务必勾选方框。 

申请时，请勾选此框。 

如果不想申请，请勾选此框，然后在下方选择相应的理由勾选。如果不

申请，则需要缴纳学费。 

如果你之前就读过高中等学校，请务必填写相关信息。 

请填写你目前的高中就读状态。 
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【２ 生徒の国籍・在留資格・在留期限等について①】 
以下の２つのうち、いずれかに☑をしてください。 

① □ 日本国 

② ☑ 日本国以外 

上記（１）で②「日本国以外」を選択した場合は、次の該当する箇所☑してください。また、該当する番号の必要
事項を記入ください。 

③ □ 特別永住者 

④ □ 永住者 

⑤ □ 日本人の配偶者等 在留期限 
（満了日） 

（西暦）    年    月    日 
⑥ □ 永住者の配偶者等 

⑦ □ 定住者 

在留期限 
（満了日） 

（西暦）    年    月    日 

日本国に永住す
る意思の有無 

□ はい（あり）  □ いいえ（なし） 

⑧ ☑ 家族滞在 

在留期限 
（満了日） （西暦）2028 年３月３１日 

日本国の小学校
の卒業の有無等 

☑ 卒業した  □ 卒業していない 

小学校名 ●●小学校 

所在地 
（都道府県） 

都・道 
府・県 

日本国の中学校
の卒業の有無等 

☑ 卒業した  □ 卒業していない 

中学校名 ▲▲中学校 

所在地 
（都道府県） 

都・道 
府・県 

日本国で就労す
る意思の有無 

☑ はい（あり）  □ いいえ（なし） 

⑨ □ 上記以外 

【３ 生徒の国籍・在留資格・在留期限等について②】 
生徒の在留資格・在留期間等を確認するため、次のいずれかに所☑してください。 

①在留資格等 ②提出書類（在留資格・在留期間が明記されているもの（いずれか１点）） 

□ 特別永住者 

□ 永住者 

□ 日本人の配偶者等 

□ 永住者等の配偶者等 

□ 定住者等 

□ 上記以外 

□ 「住民票の写し」（原本・コピー不可） 

□ 「特別永住者証明書」（コピー） 

☑「在留カード」（コピー） 

□ いずれの書類も提出できません。（就学支援金は支給されません。） 

☑ 家族滞在 

上記のいずれか１点に加えて、次の２点 

☑ 「日本国の小学校の卒業証書の写し又は卒業証明書」 

☑ 「日本国の中学校の卒業証書の写し又は卒業証明書」 

【４ 確認事項】（次の事項を必ず確認してください。） 
・高等学校等就学支援金を授業料に充てるとともに、就学支援金の支給に必要な事務手続を学校設置者に委任す
ることを了承します。 

・令和８年３月３１日時点で、本学校に在学し、高等学校等就学支援金の受給資格認定を受けている場合は、 
その受給資格の確認に必要な事務手続を、学校設置者に委任することを了承します。 

・高等学校等就学支援金の申請に係る授業料の取扱いについては、徴収猶予を希望します。 
※ 明らかに高等学校等就学支援金の支給がないと見込まれる場合は、徴収猶予ができないことがあります。 

埼玉 

埼玉 

申请表示例（背面） 
申请时请需选购其中一项✅。 

 

【国籍是“日本”者】申请到此为止。不需要附

加其他材料。 

【国籍是“日本以外”者】 

勾选符合自己的方框☑，填写右侧一栏中的必需事项。 

填写示例、在留资格是“家族滞在”时 

① 填写“在留期限（截止日）” 

② 填写毕业的“小学”和“中学”的名称 

③ 勾选“有无在日本就职意向”方框☑ 

（仅适合国籍是“日本以外”） 

勾选“在留资格”和“提交在留资格等相关材料”的方框☑，和申

请书一其提交。 
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・在申请中存在错误时，例如申请所需的信息缺失或不正确 

・如果之前曾就读过其他高中等，我们需要确认以前的入学状态等 

・其他，审核过程中出现其他疑问时 

 

 ４ 常见问题与回答 

 

问题① 如果我现在申请了，入学期间的学费一直可以免除吗？ 

○ 这次的申请提供的学费资助涵盖的是 2026年 4月至 2027年 3月的学费。2028年 4 月以后 

   的学费申请程序将另行公布。  

○ 但是，如果不符合第 1页所列的资格要求，则将无法获得就学支援金。（需要支付学费。） 

                                          

问题② 什么时候能知道审查结果？ 

○ 就学支援金申请结果最快将在７月下旬以后通过学校通知本人。 

○ 在审核过程中，我们将核实每位申请人的条件，因此发送结果的时间会有所不同。 

○ 此外，若存在以下任一情况，我们可能需要核实申请内容或需要提交补充文件，这可能会导致

审核流程延迟，通知结果时间延迟。 

 

 

 

 

 

 

问题③：如果因国籍或在留资格而无法获得就学支援金时，是否有其他资助项目可以支援？ 

○ 自 2026年度起，针对因国籍或在留资格而无法获得就学支援金的学生，设立了新的修学支 

   援制度（有收入要求）。 

○ 根据就学支援金的审查结果，对于对象者，会通过学校会另行通知。 

 

问题④：在哪里可以获取毕业证明书？ 

 ○ 如果有小学或初中毕业时颁发的“毕业证书”（提交复印件），则无需提交“毕业证明书”。 

 ○ 没有“毕业证书”时，需提交“毕业证明书”  

 ○ 有关获取“毕业证明书”的方法，请咨询本人毕业的小学或初中。 

    



 

问讯处 

    关于高中等学校就学支援金制度的概要以及申请方法的常见问题登载在本指南及埼玉县主 

页中。  

    如果经过上述查询后问题仍未解决，请直接通过以下联系方式咨询。 

 

请联系以下咨询机关的其中之一： 

   ① 学生就读学校的事务办公室 

   ② 埼玉县高中等修学支援制度呼叫中心： 

      电    话：048-830-8855 传真：048-833-0497  

      地    址：〒330-9301 埼玉市浦和区高砂 3-15-1         

      接待时间：8:30 至 17:15（周六、周日及节假日除外）               

                4月、7月、11月的接待时间为 8:30 至 19:00             

               （周六、周日、节假日除外。） 

 

 埼玉県 就学支援金 国公立  検索 

埼玉県ホームページはこちら 


